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カメルーン共和国「国立アマドゥ・アヒジョー総合スタジアム改修計画」 

基本設計調査に係る協議議事録 

 

 

 

カメルーン共和国（以下カメルーン）からの要請を受け、日本国政府は「国立アマドゥ・アヒジ

ョー総合スタジアム改修計画」（以下プロジェクト）に係る基本設計調査の派遣を決定し、独立行政

法人国際協力機構(以下JICA)にその調査を依頼した。 

JICA は国際協力専門員である山田理を団長としてカメルーンに基本設計調査団を派遣し（以下調

査団）、2005 年 10 月 12 日から 11 月 19 日まで同国で調査を行った。本調査団はスポーツ・体育省

（以下 MSEP）との協議及びサイト調査を実施した。協議の結果、以下に記す協議概要について双方

確認した。コンサルタントは引き続き１１月１９日まで現地で調査を行う。調査団は、引き続き調

査を行い、基本設計調査報告書を作成する。 

       

       

 

          

                                            2005 年10月19日ヤウンデにて 

 

 

 

 

 

 

                                       

山田 理 M. HAMADOU Paul                       

団長 次官 

基本設計調査団 スポーツ・体育省 

独立行政法人国際協力機構 カメルーン共和国 
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付属書 

1. プロジェクトの目的 

国立アマドゥ・アヒジョー総合スタジアム（以下スタジアム）が改修、整備され、カメルーンの

国民的スポーツであるサッカー及びその他のスポーツの振興にスタジアムが活用される。 

2. プロジェクトの対象サイト 

プロジェクトサイトは、ムファンデナ区に位置し、場所は別添１に示すとおりである。 

 

3.実施機関 

実施機関はスポーツ・体育省である。組織図は別添２に示すとおりである。 

 

4.要請内容及び優先順位 

協議の結果、カメルーン側から要請された要請項目及び現時点での優先順位は、別添３で示すと

おりの内容と確認された。JICAは、要請の妥当性を判断し、結果を日本政府に提案して承認を求め

る。 

 

5. 我が国無償資金協力制度について 

5-1.カメルーン側は、日本の無償資金協力スキームについて別添４により調査団から説明を受け、

内容を理解した。 

5-2.カメルーン側は、日本の無償資金協力が実施された場合に、プロジェクトの円滑な実施のた

めに別添５に示された負担項目について必要な措置をとる。 

5-3. カメルーン側は、文化無償の上限額が、コンサルタントフィーを含めて３億円

（CFA1,500,000,000）であることについて理解した。 

 

6. 調査スケジュール 

JICAは別添６に示すとおり、調査スケジュールを説明し、カメルーン側はこれを理解した。 

       

7. 特記事項 

7-1. 双方は、国際サッカー連盟（FIFA）がW杯予選使用のためにカメルーン側に行った勧告内容が、

(1)更衣室の改修、(2)トイレの改修、(3)座席に番号をつけること、(4)芝生の整備、(5)掲示板の改

修であること、及び(1)から(3)についてはすでに概ね実施済みであることを確認した。 

7-2. カメルーン側から、スタジアムの付属グラウンドの整備（観客席の設置）について要請があっ

た。調査団は、今回のプロジェクトの対象はスタジアムであり、付属施設の整備は困難であるため、

対象から除外する旨説明し、カメルーン側はこれを理解した。 

7-3. プロジェクトの実施期間中、カメルーン側はカウンターパートを配置する。 
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7-4. スタジアムが民営化しないことを確認した。 

 

別添1 : プロジェクトサイト図 

別添2 : MSEPの組織図 

   別添3 : 要請内容（現時点での優先順位順） 

別添4；我が国無償資金協力制度 

別添5：両国政府の主要負担事項 

別添6：調査工程表 
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別添 1 プロジェクトサイト位置図 

プロジェクト

サイト 
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別添 2 スポーツ体育省組織図 
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別添 3 : 要請内容（現時点での優先順位順）  

 

優先順位 要請内容 

1 天然もしくは人工芝の敷設 

2 競技場の夜間照明装置更新（鉄塔） 

3 防水改修工事 

4 手すりの設置 

5 放送設備の改修 (スピーカー、マイクなど.) 

6 電光掲示板の設置 

7 屋外階段の新設 

8 プレスルームの改修 

9 バックスタンド１階後部通路の舗装 

10 来賓用客席の設置 

11 便所の新設 

12 スタジアム内の天井照明器具の取替え 

13 既存階段の改修 

14 観客席の塗装 

15 既存便所の改修 

16 歩行者通路のアスファルト舗装 
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別添 4 無償資金協力実施のスキーム 

 

1-1 無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自国

の経済・社会の発展のために役立つ施設、資機材および役務（技術あるいは輸送等）を調達するの

に必要な資金を、我が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するものである。日本国

政府が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 

1. 無償資金協力の手順 

日本国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

「要請」：  （被援助国による要請） 

「調査」：  （JICA が実施する基本設計調査） 

「審査・承認」： （日本国政府による審査と閣議による承認） 

「実施の決定」： （被援助国と日本国政府による交換公文） 

第一段階である「要請」は被援助国から提出された要請書を基に日本国政府(外務省)は無償

資金協力としての妥当性を検討する中で、案件としてのプライオリティが高いことが確認され

た場合には、JICA に対して調査の指示を行う。 

第二段階である調査（基本設計調査）は JICA が実施するが、JICA は原則としてこの調査を

我が国のコンサルタントとの契約によって行う。 

第三段階の審査と承認は、第二段階で JICA が作成した基本設計報告書を基に日本政府がそ

のプロジェクトが無償資金協力として適当であるかを審査した上、閣議請議を行う。 

閣議によって承認されたプロジェクトは第四段階で両国政府による交換公文（E/N）の署名

によって正式決定に至り、無償資金協力が実行に移される。 

無償資金協力の実施は被援助国政府によって行われる。無償資金協力の円滑な実施のため

JICA はコンサルタントの推薦、入札･契約手続きその他の手続きについて「調達のガイドライ

ン」に沿って被援助国政府を支援する。 

2. 調査の位置付け 

1) 調査の内容 

JICA が実施する調査(基本設計調査)は要請の背景、目的、効果並びに実施に必要な維持

管理能力等を調査し、その妥当性を技術面と社会・経済面で検証を行い、被援助国政府と

協議の上、計画の基本構想を双方で確認し、併せて基本設計と概算事業費の積算等を行う
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ものであるが、その目的はあくまでも日本政府が無償資金協力として承認するにあたって

の基礎的資料(判断材料)に位置付けられる。調査の内容は以下のとおりである。 

－ 要請された計画の背景、目的および効果、ならびに事業実施に必要な被援助国側関係

諸機関の制度面における実効能力の確認 

－ 無償資金協力として実施する場合における技術的、社会的および経済的な観点からの

計画の妥当性評価 

－ 計画の基本的な方向性に関して両国政府が合意した内容の確認 

－ 計画の基本設計の実施 

－ 計画にかかる費用の概算 

 

なお、当然のこととして、要請された内容が全てそのまま協力の対象になるのではなく、

我が国の無償資金協力のスキーム等を勘案し、基本構想が確認される。 

また、無償資金協力として実施するに当たって、我が国は被援助国側の自助努力を求め

る立場から被援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の

所管事項であってもその実施の担保を求めるものであり、 終的には先方政府の関係する

機関全てとの確認をミニッツにより行う。 

 

2) コンサルタントの選定 

調査の実施に際して JICA は、登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタン

トを選定する。選定されたコンサルタントは、JICA の指示に基づいて基本設計調査を行い、

報告書を作成する。 

なお、無償資金協力の実行が E/N により決定された後のコンサルタントの契約について

は、基本設計調査と詳細設計業務の技術的一貫性を保つ必要性があるため、JICA は当該コ

ンサルタントを被援助国政府に推薦する。 

3. 無償資金協力のスキーム 

1) 交換公文の署名 

無償資金協力の実施に当たっては E/N による政府間の合意・署名が必要である。E/N で

は当該プロジェクトに係る目的、供与期限、実施条件、限度額が確認される。 

2) 「供与期限」は我が国の閣議決定の行われた会計年度内とする。この間、E/N の署名から

コンサルタントおよびコントラクター等との契約を経て、 終的な支払いを含めて全てを
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終了しなくてはならない。 

但し、自然災害等止むを得ない事情により搬入、据付、工事等が遅延した場合には両国

間の協議により 1 年間（1 会計年度）の延長が可能である。 

 

3) 生産物および役務の調達 

贈与によって調達される生産物および役務は原則として日本国および被援助国の生産物

ならびに日本国民又は被援助国民の役務を購入するため適正に、かつ専ら使用される。こ

こでいう「日本国民」という語は日本国の自然人又はその支配する日本国の法人を意味す

る｡ 

なお、贈与は両国政府が必要と認める場合には第三国（日本国および当該国以外）の生

産物の購入あるいは輸送等の役務の購入にも使用することが可能である。 

但し、無償の原則により、贈与を実施するに当たって必要とするプライムコントラクタ

ー、即ちコンサルタント、施工業者および調達業者は「日本国民」に限定される。 

4) 「認証」の必要性 

当該国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締

結され、かつ、日本国政府による「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の

税金にあることによる。 

5) 被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して当該国政府は以下のような措置等が求められる。 

① 施設案件の実施に当たっては施設の建設に必要な土地を確保し、かつ、用地の整地を

行うこと。 

② 用地の整地を行うに際しては、併せて、用地までの配電、給水、排水、その他の付随

的な施設の整備、工事等を行うこと。 

③ 資機材等の案件については、必要な建物等が確保されること。 

④ 贈与に基づいて購入される生産物の港における陸揚げ、通関および国内輸送等に係る

手続きが速やかに実施されることの確保。 

⑤ 認証された契約に基づき調達される生産物および役務のうち日本国民に課せられる

関税、内国税およびその他の財政課徴金を免除すること。 

⑥ 認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その役務の遂行のた

めの入国および滞在に必要な便宜を与えること。 

6) 「適正使用」 

贈与に基づいて建設される施設および購入される機材が、当該計画の実施のために適正
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かつ効果的に維持され、使用されること並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。 

また、贈与によって負担される経費を除き計画の実施のために必要な維持・管理費全て

の経費を負担すること。 

7) 「再輸出」 

贈与に基づいて購入される生産物は当該国より再輸出されてはならない。 

8) 銀行取極 

a) 当該国政府又は「指定された当局」は日本国内の銀行に当該国政府名義の勘定を開設す

る必要がある。日本国政府は認証された契約に基づいて当該国政府若しくは指定された

当局が負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で払い込むことにより

贈与を実施する。 

b) 日本政府による払い込みは当該国政府又は指定された当局が発行する「支払い授権書」

に基づいて「銀行」が支払い請求書を日本国政府に提出した時に行われる。 

9) 支払い授権書 

当該国政府は､銀行取極を締結した銀行に対し､支払い授権書の通知手数料及び支払い手

数料を負担しなければならない。 
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1-2 無償資金協力実施の手順 

日本の無償資金協力システムのフローチャートを以下に示す。 
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プロジェクトの

選択 T/R の評価 

要  請 

プロジェクト確

認調査 

現地調査、国

内解析、報告

(T/R:タームズ・オブ・リファレンス) 

事前調査 

基本設計調査 

ドラフト・ファイ

ナルレポート

の説明 

プロポーザルによる

コンサルタント選定

現地調査、国内解

析、報告書の作成

最終報告書

プロジェクトの

審査 

各省会議 

E/N 案の提示

閣議決定 

E/N 
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入札図書の
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A/P の発行

(A/P：支払い授権書)
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(E/N：交換公文)
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別添 5 両国政府が実施する主要負担事項 

No. 項  目 
日本側 

負担 

相手国側

負担 

1 土地の確保  ● 

2 造成・整地（必要な場合）  ● 

3 サイト周辺の門、フェンスの建設  ● 

4 駐車場の建設  ● 

5 道路建設   

 1) サイト内の歩行者用通路 ●  

 2) サイト外の道路、上記以外のサイト内の道路  ● 

6 建物の建設 ●  

7 電気、給水、排水等の設備   

 1) 電気   

   a. サイトへの配電  ● 

   b. 引込み線およびサイト内の配線 （●） （●） 

   c. 主回路遮断器と変圧器 （●） （●） 

 2) 給水   

   a. サイトへの給水管接続  ● 

   b. サイト内の給水システム（受水槽、高架水槽） （●） （●） 

 3) 排水   

   a. サイトから排水施設への接続  ● 

   b. サイト内の排水システム （●） （●） 

 4) ガス供給   

   a. サイトへのガス供給  ● 

   b. サイト内のガス配管 （●） （●） 

 5) 電話   

   a. 建物内の電話引き込み盤(MDF)までの電話回線の引き込み  ● 

   b. MDF の準備と MDF から諸室への電話配線 （●） （●） 

 6) 家具、機材   

   a. 一般的な家具  ● 

   b. 計画対象機材 ●  

8 B/A に基づく、日本の銀行に対する手数料負担   

 1) A/P のアドバイス手数料  ● 

 2) 支払い手数料  ● 

9 相手国内の陸揚げ地における資機材の荷卸し、通関の速やかな実施の確保   

 1) 日本から相手国への海上または空路による資機材輸送 ●  

 2) 陸揚げ地における資機材の免税および通関  ● 

 3) 資機材の陸揚げ地からサイトへの国内輸送 ●  

10 日本人に対する入国、滞在のための便宜供与  ● 

11 日本人に対する免税措置  ● 

12 無償資金協力による施設、機材の適切で有効な維持・管理  ● 

13 無償資金協力にもの以外の施設、機材に係る費用の負担  ● 

（B/A：銀行取極、A/P：支払授権書） 

（●）は分担が調査結果により提案される項目、あるいは両国が一部ずつ負担する項目を示す。 



  (   ) 33

別添 6 調査のスケジュール 

 

2005 年 2006 年 期間 

項目 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 

        
国内事前準備 

        

        
第 1 次 

現地調査 
        

        
第 1 次 

国内解析 
        

        
第 2 次 

現地調査 
        

        
第 2 次 

国内解析 
        

        
基本設計概要

説明 
        

           ▼基本設計調査
報告書の作
成・提出         

 
 ：国内作業 
  
 ：現地調査 
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2)  テクニカルノート 
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